
Ⅲ　地域地区
1．用途地域

都市計画用途地域を次のように変更する。 （広島市分）
建築物の 建築物の 備　考

容 積 率 建蔽率 (％)

第一種低層 約 3,575ha 10／10以下 5／10以下 10ｍ 21.9

住居専用地域 約    46ha 10／10以下 6／10以下 10ｍ 0.3

約    27ha 15／10以下 6／10以下 10ｍ 0.2

小　　計 約 3,648ha 22.4

第二種低層 約    32ha 0.2

住居専用地域

小　　計 約    32ha 0.2

第一種中高層 約   173ha 20／10以下 4／10以下 1.1

住居専用地域 約     4ha 20／10以下 5／10以下 0.02

約   635ha 20／10以下 6／10以下 3.9

小　　計 約   812ha 5.0

第二種中高層 約     1ha 20／10以下 4／10以下 0.01

住居専用地域 約 1,366ha 20／10以下 6／10以下 8.4

小　　計 約 1,367ha 8.4

第一種住居 約 4,657ha 28.6

地 域

小　　計 約 4,657ha 28.6

第二種住居 約   725ha 20／10以下 6／10以下 4.4

地 域 約   357ha 30／10以下 6／10以下 2.2

小　　計 約 1,082ha 6.6

準住居地域 約    64ha 20／10以下 6／10以下 0.4

約     4ha 30／10以下 6／10以下 0.02

小　　計 約    68ha 0.4

近隣商業地域 約   19ha 20／10以下 6／10以下 0.1

約   159ha 20／10以下 8／10以下 1.0

約 1,071ha 30／10以下 8／10以下 6.6

約   165ha 40／10以下 8／10以下 1.0

小　  計 約 1,414ha 8.7

商業地域 約    20ha 30／10以下 8／10以下 0.1

約   294ha 40／10以下 8／10以下 1.8

約   172ha 50／10以下 8／10以下 1.1

約    84ha 60／10以下 8／10以下 0.5

約    18ha 70／10以下 8／10以下 0.1

約    71ha 80／10以下 8／10以下 0.4

約    45ha 90／10以下 8／10以下 0.3

小　　計 約   704ha 4.3

準工業地域 約 1,349ha 20／10以下 6／10以下 8.3

約   110ha 30／10以下 6／10以下 0.7

小　　計 約 1,459ha 9.0

工業地域 約   743ha 4.6

小　　計 約   743ha 4.6

工業専用地域 約   300ha 1.8

小　　計 約   300ha 1.8

合　  計 約16,286ha 100.0

決　　定　平成８年３月２５日　広島県告示第３２９号

最終変更　令和７年３月３１日　広島市告示第１５５号

広島圏都市計画（広島平和記念都市建設計画）用途地域の変更（広島市決定）

種　　類 面　　積
外壁の後退
距離の限度

建築物の敷地
面積の最低限度

建築物の
高さの限度

－ －

10／10以下 5／10以下

－ －

10ｍ

－ － －

－ － －

20／10以下 6／10以下

－ － －

－ － －

－ － －

－ － －

－ － －

－ － －

20／10以下 6／10以下

－ － －

20／10以下 6／10以下

－ － －
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準都市計画用途地域を次のように変更する。 （広島市分）
建築物の 建築物の 備　考

容 積 率 建ぺい率 (％)

第一種低層 約 38ha 10／10以下 5／10以下 10ｍ 52.1

住居専用地域 約 3ha 15／10以下 6／10以下 10ｍ 4.1

小　　計 約 41ha 56.2

第二種低層

住居専用地域

小　　計

第一種中高層 約 8ha 10.9

住居専用地域

小　　計 約 8ha 10.9

第二種中高層

住居専用地域

小　　計

第一種住居 約 13ha 17.8

地　 　域

小　　計 約 13ha 17.8

第二種住居

地　 　域

小　　計

準住居地域

小　　計

近隣商業地域 約 11ha 15.1

小　  計 約 11ha 15.1

商業地域

準工業地域

小　　計

工業地域

小　　計

工業専用地域

小　　計

合　  計 約 73ha 100.0

決　　定　平成２３年　５月１６日　広島市告示第２４１号

最終変更　平成２４年　２月１６日　広島市告示第　５１号

－ －

20／10以下 6／10以下

－ － － －

－ －

－ － － －

－ － － －

－ －

－ － － －

－ － － －

－ －

広島湯来準都市計画（広島平和記念都市建設計画）用途地域の変更（広島市決定）

種　　類 面　　積
外壁の後退
距離の限度

建築物の敷地
面積の最低限度

－ －

建築物の
高さの限度

－ －

－ － － － －

－ － －

－

20／10以下 6／10以下 － － －

－ － －

－ － －

－

－ － －

－ － －

－

－ － － － －

20／10以下 8／10以下

－ － － －
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２．特別用途地区 

種類 面積 備考 

中央公園スポーツ・レクリエーション地区 約13.1ha 緩和内容は条例による 

「位置及び区域は計画図表示のとおり」 

決  定 令和 3年11月17日 広島市告示第549号 

３．高度地区 

種類 面積 建築物の高さの最高限度 備考 

原爆ドーム

北側眺望景

観保全高度

地区 

(第一地区) 

約 

36ha 

建築物の各部分の高さ注 1（標高
注 2 による。以下同じ。）は、次

の計算式により求めた数値以下

とする。 

Ｈ＝0.039390×Ｌ＋4.812(ｍ)注3 

注1：建築物の各部分の高さには、階

段室、昇降機塔、装飾塔、物見

塔、屋窓その他これらに類する

建築物の屋上部分及び棟飾、防

火壁の屋上突出部その他これら

に類する屋上突出物（避雷針は

除く。）を含む。 

注 2 ： 標 高 は 、 東 京 湾 平 均 海 面

（T.P.）を基準面とする。 

注3：Ｈは、建築物の各部分の高さの

最高限度とする。 

Ｌは、視点場※ 1から建築物の各

部分までの水平距離（ｍ）で、

次式により求める。 

Ｌ＝√ [(ｘ＋ 178,364.302)2＋

(ｙ－26,246.794)2]（ｍ） 

但し、ｘ、ｙは建築物の各部分

の座標※2とする。 

※ 1：視点場は計画図に示す位置

（座標 ※ 2（Ｘ，Ｙ）＝（ -

178,364.302 ｍ ， 26,246.794

（ｍ））とする。 

※2：座標は、平面直角座標系（平

成 14年国土交通省 告示 第 9

号）に規定する平面直角座標

系第3系による。 

原爆ドーム

北側眺望景

観保全高度

地区 

(第二地区) 

約 

174ha 

建築物の各部分の高さ注 1 は、次

の計算式により求めた数値以下

とする。 

Ｈ＝0.051192×Ｌ＋4.812(ｍ)注3 

「位置及び区域は計画図表示のとおり」 

決  定 令和 4年 1月 4日 広島市告示第  1号 

４．高度利用地区 

金座街地区 

種類 面積 
容積率※1 

(最高限度) 

容積率 

(最低限度) 

建蔽率※2 

(最高限度) 

建築面積 

(最低限度) 

位置、区域

及び壁面の

位置の制限 

金座街５街区

地区 

約 

0.3ha 
90/10以下 30/10以上 7/10以下 200㎡以上 

計画図表示 
金座街６街区

地区 

約 

0.3ha 
90/10以下 30/10以上 7/10以下 200㎡以上 

金座街西新天

地広場地区 

約 

0.3ha 
60/10以下 30/10以上 8/10以下 200㎡以上 

合計 
約 

0.9ha 

※1総合設計制度により許可されたものについては、最高限度を超えることができる。

※2角地にあっては1/10、耐火建築物にあっては2/10を加えた数値とする。

決  定 昭和49年12月 6日 広島市告示第426号 

変  更 昭和51年10月25日 広島市告示第427号 

変  更 平成 2年10月16日 広島市告示第381号 

最終変更 平成 9年10月20日 広島市告示第380号 
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西荒神地区 

種類 面積 
容積率※1 

(最高限度) 

容積率 

(最低限度) 

建蔽率※2 

(最高限度) 

建築面積 

(最低限度) 

位置、区域

及び壁面の

位置の制限 

西荒神地区 
約 

0.8ha 
65/10以下 30/10以上 5/10以下 200㎡以上 計画図表示 

※1総合設計制度により許可されたものについては、最高限度を超えることができる。

※2角地にあっては1/10、耐火建築物にあっては2/10を加えた数値とする。

決  定 平成 2年10月16日 広島市告示第380号 

最終変更 平成 9年10月20日 広島市告示第378号 

五日市駅北口地区 

種類 面積 
容積率※1 

(最高限度) 

容積率 

(最低限度) 

建蔽率※2 

(最高限度) 

建築面積 

(最低限度) 

位置、区域

及び壁面の

位置の制限 

五日市駅北口

地区 

約 

0.8ha 
45/10以下 20/10以上 7/10以下 200㎡以上 計画図表示 

※1総合設計制度により許可されたものについては、最高限度を超えることができる。

※2角地にあっては1/10、耐火建築物にあっては2/10を加えた数値とする。

決  定 平成 4年11月10日 広島市告示第451号 

広島駅南口Ａブロック地区 

種類 面積 
容積率※1 

(最高限度) 

容積率 

(最低限度) 

建蔽率※2 

(最高限度) 

建築面積 

(最低限度) 

位置、区域

及び壁面の

位置の制限 

広島駅南口Ａ

ブロック地区 

約 

1.2ha 
90/10以下 30/10以上 7/10以下 200㎡以上 計画図表示 

※1総合設計制度により許可されたものについては、最高限度を超えることができる。

※2角地にあっては1/10、耐火建築物にあっては2/10を加えた数値とする。

決  定 平成 5年 8月12日 広島市告示第326号 

緑井駅周辺地区 

種類 面積 
容積率※1 

(最高限度) 

容積率 

(最低限度) 

建蔽率※2 

(最高限度) 

建築面積 

(最低限度) 

位置、区域

及び壁面の

位置の制限 

緑井駅周辺 

第一地区 

約 

3.5ha 
50/10以下 20/10以上 7/10以下 200㎡以上 

計画図表示 

※３

緑井駅周辺 

第二地区 

約 

0.3ha 
40/10以下 15/10以上 8/10以下 200㎡以上 計画図表示 

合計 
約 

3.8ha 

※1総合設計制度により許可されたものについては、最高限度を超えることができる。

※2角地にあっては1/10、耐火建築物にあっては2/10を加えた数値とする。

※3道路上空通路その他これに類するものは、この限りでない。

決  定 平成10年 2月19日 広島市告示第 44号 
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大手町四丁目１番地区 

種類 面積 
容積率 

(最高限度) 

容積率 

(最低限度) 

建蔽率※1 

(最高限度) 

建築面積 

(最低限度) 

位置、区域

及び壁面の

位置の制限 

大手町四丁目

１番第一地区 

約 

0.3ha 
95/10以下 30/10以上 5/10以下 200㎡以上 計画図表示 

大手町四丁目

１番第二地区 

約 

0.4ha 
100/10以下 30/10以上 5/10以下 200㎡以上 計画図表示 

合計 
約 

0.7ha 

（備考）大手町四丁目１番第二地区については、広場等の有効な空地を敷地内に確保する。 

※1角地にあっては1/10、耐火建築物にあっては2/10を加えた数値とする。

決  定 平成13年 7月 3日 広島市告示第253号 

京橋町地区 

種類 面積 
容積率※1 

(最高限度) 

容積率 

(最低限度) 

建蔽率※2 

(最高限度) 

建築面積 

(最低限度) 
備考 

京橋町地区 
約 

0.3ha 
60/10以下 20/10以上 5/10以下 200㎡以上 

※１ 総合設計制度により許可されたものについては、最高限度を超えることができる。

※２ 建築基準法第53条第5項第1号に該当する建築物にあつては、2/10を加えた数値とする。

「位置、区域及び壁面の位置の制限は計画図表示のとおり」 

決  定 平成23年 3月 1日 広島市告示第 80号 

広島駅表口Ｂブロック地区 

決  定 昭和63年 9月16日 広島市告示第358号 

最終変更（廃止） 平成20年 3月26日 広島市告示第103号 

西広島駅南口西地区 

種類 面積 
容積率※1 

(最高限度) 

容積率 

(最低限度) 

建蔽率※2 

(最高限度) 

建築面積 

(最低限度) 
備考 

西広島駅南口西 

第一地区 

約 

1.2ha 
51/10以下 20/10以上 7/10以下 200㎡以上 

壁面の位

置の制限

※3

西広島駅南口西 

第二地区 

約 

0.4ha 
50/10以下 20/10以上 8/10以下 200㎡以上 

合計 
約 

1.6ha 

※１ 建築基準法第59条の2の規定により許可された建築物については、これを超えることが

できる。 

※２ 建築基準法第53条第3項第1号又は第2号のいずれかに該当する建築物にあっては1/10、

同項第1号及び第2号に該当する建築物又は第6項第1号に該当する建築物にあっては2/10を

加えた数値とする。 

※３ 歩行者用上空通路その他これらに類する用途に供する建築物の部分並びに道路上に設け

られた横断歩道橋又は上空通路と接続する建築物の部分、及び庇（歩行者環境の改善のた

めに設置するもので、通行の妨げにならないものに限る。）その他これらに類するもの

は、この制限を超えて設置できる。 

「位置、区域及び壁面の位置の制限は計画図表示のとおり」 

決  定 令和 6年 9月26日 広島市告示第453号 
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５．特定街区 

基町特定街区 

名称 位置 面積 容積率 建築物の高さの最高限度 
区域及び壁面

の位置の制限 

基町 

特定街区 

広島市中区 

基町地内 
約9.4ha 25/10以下 

高層部 65ｍ 

中層部 16ｍ 

低層部  8ｍ 

計画図表示 

決  定 昭和44年 4月23日 建設省告示第1602号 

変  更 昭和46年 3月27日 広島市告示第 68号 

変  更 昭和49年 4月22日 広島市告示第 153号 

最終変更 昭和56年 1月20日 広島市告示第  14号 

長寿園特定街区 

名称 位置 面積 容積率 建築物の高さの最高限度 
区域及び壁面

の位置の制限 

長寿園 

特定街区 

広島市 

西白島町 
約1.5ha 26/10以下 

高層部 50ｍ、45ｍ 

低層部  10ｍ、4.5ｍ 
計画図表示 

決  定  昭和44年11月25日 広島市告示第156号 

最終変更 昭和49年 4月22日 広島市告示第154号 

基町６番特定街区 

名称 位置 面積 容積率 建築物の高さの最高限度 備 考 

基町６番 

特定街区 

広島市

中区基

町６番

の一部 

約

2.7ha 
64.3/10 

高層部 160m,71m,62m 

中層部  55m,45m,33m 

低層部  25m,15m,7m, 

5m,3m 

1 建築物の高さは、TP+3.25mから

の高さである。 

2 空中歩廊で都市環境の向上に寄

与するものは、建築物の高さの最

高限度及び壁面の位置の制限につ

いては、この限りでない。 

※区域及び壁面の位置の制限は、計画図表示

決  定 平成 2年 3月 8日 広島市告示第 75号 

最終変更 平成 6年 2月23日 広島市告示第 59号 

６．都市再生特別地区 

若草町地区 

種類 面積 

誘導 

すべき 

用途 

容積率 

(最高限

度) 

容積率 

(最低限度) 

建蔽率※1 

(最高限度) 

建築面積 

(最低限度) 

高さの 

最高限度 

位置、区域

及び壁面の

位置の制限 

若草町 

第一地区 

約 

1.3 ha 
－ 60/10以下 30/10以上 8/10以下 200㎡以上 100m 計画図表示 

若草町 

第二地区 

約 

1.6 ha 
－ 40/10以下 20/10以上 8/10以下 200㎡以上 110m 計画図表示 

合計 
約 

2.9ha 

※1角地にあっては1/10を加えた数値とする。

決  定 平成18年 8月 8日 広島市告示第415号 
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広島駅南口Ｂブロック 

種類 面積 

誘導 

すべき 

用途 

容積率 

(最高限

度) 

容積率 

(最低限度) 

建蔽率 

(最高限度) 

建築面積 

(最低限度) 

高さの 

最高限度 

位置、区域

及び壁面の

位置の制限 

広島駅南

口Ｂブロ

ック 

約 

1.4 ha 
－ 110/10 50/10 9/10 200㎡ 200m 計画図表示 

決  定 平成20年 3月26日 広島市告示第102号 

広島駅南口Ｃブロック 

種類 面積 

誘導 

すべき 

用途 

容積率 

(最高限

度) 

容積率 

(最低限度) 

建蔽率※1 

(最高限度) 

建築面積 

(最低限度) 

高さの 

最高限度 

位置、区域

及び壁面の

位置の制限 

広島駅南

口Ｃブロ

ック 

約 

1.9 ha 
－ 80/10 40/10 8/10 200㎡ 180m 計画図表示 

※1角地にあっては1/10、耐火建築物にあっては2/10を加えた数値とする。

決  定 平成23年 4月12日 広島市告示第205号 

基町相生通地区 

種類 面積 

誘導 

すべき 

用途 

容積率 

(最高限

度) 

容積率 

(最低限度) 

建蔽率※1 

(最高限度) 

建築面積 

(最低限度) 

高さの 

最高限度 

位置、区域

及び壁面の

位置の制限 

基町相生

通地区 

約 

1.0 ha 
－ 90/10 25/10 8/10 200㎡ 170m 計画図表示 

※1角地にあっては1/10、耐火建築物にあっては2/10を加えた数値とする。

※2重複利用区域及び建築物等の建築又は建設の限界は計画図表示のとおり。

決  定 令和 4年 3月 3日 広島市告示第103号 

広島八丁堀３番７番地区 

種類 面積 

誘導 

すべき 

用途 

容積率 

(最高限

度) 

容積率 

(最低限度) 

建蔽率※1 

(最高限度) 

建築面積 

(最低限度) 

高さの 

最高限度 

位置、区域

及び壁面の

位置の制限 

広島八丁

堀３番７

番地区 

約 

1.4 ha 
－ 90/10 25/10 8/10 200㎡ 120m 計画図表示 

※1角地にあっては1/10、耐火建築物にあっては2/10を加えた数値とする。

決  定 令和 8年 3月 6日 広島市告示第92号 

７．防火地域及び準防火地域 

種類 面積 位置及び区域 

防 火 地 域      約   553.7ha 
計画図表示 

準防火地域 約 2,860.3ha 

決  定  昭和23年12月29日  建設省告示第284号 

最終変更  令和 7年 3月31日  広島市告示第157号 
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８．駐車場整備地区 

名称 面積 位置及び区域 

駐車場整備地区 約 1,013.3ha 計画図表示 

決  定  昭和42年12月18日 建設省告示第4304号 

最終変更  平成 5年 1月11日 広島市告示第   4号 

９．臨港地区 

名称 面積 位置及び区域 備考 

広島港臨港地区 約 617ha 計画図表示 規制内容は県条例による 

決  定  昭和40年 7月 6日  建設省告示第1735号 

最終変更 令和 5年12月11日  広島市告示第 485号 

１０．流通業務地区 

名称 面積 位置及び区域 

広島市西部流通業務地区 約 188ha 計画図表示 

決  定  昭和51年 9月17日  広島県告示第687号 

変  更  平成元年 3月30日  広島県告示第413号 

最終変更  平成 3年 4月 8日  広島県告示第538号 

名称 面積 位置及び区域 

広島市東部流通業務地区 
約 73.0ha 

（市分約 14.0ha） 
計画図表示 

決  定  昭和60年 3月28日  広島県告示第345号 

１１．生産緑地地区 

面積 備考 

約10.2ha 合計地区数 61地区 

「位置及び区域は計画図表示のとおり」 

決  定  令和 2年12月 1日  広島市告示第507号 

最終変更 令和 7年12月 1日  広島市告示第533号 
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